
教育委員会提出議案 

第１１号議案 

教職調整額に関する規則の一部を改正する規則 

上記の議案を提出する。 

  令和５年２月１３日  

豊島区教育委員会教育長  金 子  智 雄 

教職調整額に関する規則の一部を改正する規則 

教職調整額に関する規則（平成１２年教育委員会規則第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条中「第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項に規定する短時間勤務の職

を占める」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律

第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第６条第１項若しくは第２項又

は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員をいう。）は、令和３

年改正法による改正後の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４

第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員とみなして、この規則

による改正後の教職調整額に関する規則第３条の規定を適用する。 



（説 明） 

  地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）等の一部改正に伴い、定年前再任用

短時間勤務制の導入等に伴う所要の改正を行うため、本案を提出いたします。 
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教職調整額に関する規則（平成12年教育委員会規則第14号）新旧対照表

現行 改正後（案）

（短時間勤務職員の教職調整額の端数計算） （短時間勤務職員の教職調整額の端数計算）

第３条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）

第10条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承

認を受けた職員（同法第17条の規定による短時間勤務をすることとな

った職員を含む。）及び地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28
条の５第１項又は第28条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員について、条例第３条第１項に規定する教職調整額の額に１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員

の教職調整額の額とする。

第３条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）

第10条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承

認を受けた職員（同法第17条の規定による短時間勤務をすることとな

った職員を含む。）及び地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22
条の４第１項又は第22条の５第１項の規定により採用された職員につ

いて、条例第３条第１項に規定する教職調整額の額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整

額の額とする。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令

和３年法律第63号。以下「令和３年改正法」という。）附則第６条第

１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採

用された職員をいう。）は、令和３年改正法による改正後の地方公務員

法（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項又は第22条の５第１項の

規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の教職調

整額に関する規則第３条の規定を適用する。
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